
 
 

令和５年度 きょうとこどもの城づくり事業（きょうと子ども食堂） 

開設・運営支援事業 （第２次募集）募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

京都府では、様々な課題（生活困窮世帯・ひとり親家庭等）を抱える子どもとその保

護者を広く受け入れ、子どもが将来の希望や夢を持つきっかけとなる場をつくるため、

食事や相談等を通じて、居場所やその他の福祉施策に繋ぐ入口となる「きょうと子ども

食堂」の開設及び運営をされる民間の団体の取組を支援します。 

 

２ 補助対象となる事業 

補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、主にひとり親家庭及び 

低所得世帯（要保護・準要保護家庭等）の子ども及びその同伴する保護者等を対象に行

う無償又は低廉な価格で食事の提供等の取り組みとし、次に掲げる要件に該当するもの

とします。 

（１） 毎月１回以上、かつ、１回につき２時間以上実施すること 

（２） 食事の提供だけでなく、交流及び相談も併せて実施すること 

（３） 子ども及び保護者に情報が届く手段により、開催内容等を公開及び周知すること 

（４） 食品衛生法等の関係法令を遵守すること 

（５） 府等の主催する会議や研修等への参加及び関係団体等と連携すること 

（６） 以下に掲げる事項に留意すること 

・１年以上継続して実施する見込みを有すること 

・１運営日当たり概ね 20食の提供ができるよう努めること 

・緊急時に備えて利用者の連絡先を確認（登録）すること 

・ボランティア保険等傷害保険に加入（必須）すること 

・食品衛生管理及び食物アレルギー等について、保健所の指導を受けること 

・福祉施策に繋ぐ入口として、小・中学校、市町村、福祉関係団体等との連携を図る

こと 

・利用者情報は、京都府個人情報保護条例等により適切に管理すること 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ること 

・その他事業実施に際しては、京都府と十分連携を図ること 

３ 対象団体の要件 

（１） 対象団体は、前記に掲げた事業を行う法人及び任意団体とします。 

なお、ここでいう任意団体とは、代表者が明らかで、事業運営及び会計事務等が

適切に行える団体であり、ボランティアサークル、実行委員会、自治会・町内会、

老人クラブ、婦人会、ＰＴＡ等を想定しています。 

（２） 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助対象団体としないものとしま   

す。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りではありません。 

・ 特定の政治、宗教等に関わる団体 

・ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対す

ることを目的とする団体 
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統

制の下にある団体 
・ 京都府暴力団排除条例（平成 22 年京都府条例第 23号）第２条第４号に掲げる暴

力団員等を構成員とする団体 

・ 知事が不適当であると認める団体 

・ 代表者が、京都府税を滞納している団体 



 
 

４ 事業実施期間 

本事業の事業実施期間は、交付決定日から令和６年３月３１日までとします。 

ただし、継続団体等で交付決定日以前より事業実施を希望する団体においては、交付

決定前事業着手届（第５号様式）を提出してください。 

なお、本事業（第２次募集）の交付決定日は８月１日（火）以降となるため、令和５

年７月３１日以前に支出された経費については原則、京都府補助金対象外経費となりま

す。（特段の事情により、令和５年７月３１日以前に事業を実施する必要がある団体に

ついては、ご相談ください。） 

  

５ 補助金の額等 

（１） 運営費支援の補助金の額は、11,000 円に実施日数（上限 150 日）を乗じた金額又

は実際にかかった経費に３分の２を乗じた金額のいずれか低い額とします。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、令和３年度から補助金額を引き上げました。 

（２） 開設費支援の補助は１回限りとし、補助金の額は 20万円又は実際にかかった経費

に３分の２を乗じた金額のいずれか低い額とします。 

 

６ 補助金の交付対象となる経費 

補助金の交付の対象となる経費は、以下に掲げるとおりですが、知事が必要と認める

ものを補助対象経費に含めることができます。 

区分 補助対象経費の範囲 

運営費支援 会場使用料、水道光熱費 

支援員謝金・交通費 

保険料及び周知・広報経費 

通信費、食材費       等 

開設費支援 調理用備品・什器類購入費 

食事に要する什器類購入費 

軽微な建物修繕経費 

営業許可申請等に係る経費  等 

加えて、以下の点に注意してください。 

（１）  応募に当たって、所要事業費を算出していただきますが、実際に交付される補助金

については、交付対象経費等の精査により減額することがあります。 

（２） 補助金は、千円単位（千円未満の端数は切捨て）とします。 

（３）  本補助金は原則、交付決定額を概算払いします。 

なお、年度末の実績報告後、最終補助金確定額との差額がある場合は返還いただき

ます。 

 

７ 補助金の交付対象とならない経費 

（１） 事業実施に直接関連のない経費 

（２） 補助金の交付決定前に支出された経費（事前着手届を受理されたものを除く。） 

（３） 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 

８ 応募書類の作成及び提出 

本事業へ応募する団体は、下記の応募書類を作成し、期限までに提出してください。 

（１） 応募書類 

【継続実施事業者】 

・交付申請書  第１号様式①、②－１、②－２、③、補助金額算定チェックシート 

 



 
 

・同添付書類  府税の滞納がないことの証明書（府税納税証明書） 

        食品衛生法等の関係法令に関する書類（例：営業許可の写） 

        口座振替依頼書及び銀行口座の通帳の写し 

・交付決定前事業着手届  第５号様式（交付決定前に事業実施する場合のみ） 

※今までに一度も開設費支援を申請していない団体で、開設費支援を申請する場合の

み、別途交付申請書第２号様式①、②、補助金額算定チェックシート、購入予定品

の見積書の写しをご提出ください。 

 

【新規申請事業者】 

・実施計画書    第１号様式①、②－１、②－２、③、 

補助金額算定チェックシート 

・開設準備計画書  第２号様式①、②、補助金額算定チェックシート、購入予定品

の見積書の写し（開設費支援を申請する場合のみ） 

※実施計画書では、食品衛生法等に係る保健所等への申請状況の記載が必要ですが、

手続中（予定）であっても、提出は可能です。 

（２） 提出期限 

締切：令和５年１２月２２日（金）１７時まで（必着） 

（３） 提出方法及び提出先 

・電子メールの場合  kateishien@pref.kyoto.lg.jp 

・郵送又は持参の場合 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 

京都府健康福祉部家庭支援課 

電話 075-414-4585 

応募書類提出に当たっての注意事項 

ア 応募書類は、様式に沿って作成してください。 

イ 応募書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。 

ウ 対象団体の要件を有しないものが提出した応募書類は、無効とします。 

エ 応募書類の作成及び提出にかかる費用は、応募団体の負担とします。 

オ 応募書類の提出は、電子メールでも受け付けます。ただし、口座振替依頼書の下

段の委任状及び府税の滞納が無い旨の証明書については、原本を郵送で提出してく

ださい（押印が必要なため）。 

カ 提出後の応募書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、決定、

不採用にかかわらず、返却はいたしません。 

キ 応募書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断

で使用いたしませんが、地域との連携を図るため、市町村等関係機関と情報共有し

ます。 

ク 保健所等への食品衛生関係の届出等が手続中（予定）であっても、応募は可能で

す。ただし、運営費支援の交付決定は、それらの手続きが完了してからとなります。 

 

９ 事業計画等のヒアリング 

応募書類の審査に当たり、必要に応じて、応募団体からの応募書類の内容についてヒ

アリングします。 

 

10 審査結果の通知 

（１） 審査の手順 

提出された応募書類については、家庭支援課において審査を行い、補助金交付候補

者の決定をします。なお、審査に当たっては、市町村から意見を聴取します。 



 
 

また、３の対象団体の要件を満たしていないものについては、不採用とします。 

（２） 審査の基準 

審査は、公益性及び実現性のある事業内容であるかどうかを勘案して総合的に行い

ます。 

（３） 審査結果の通知 

審査結果は、府から応募団体あて文書により通知します。 

決定に当たっては、審査結果に基づいて、事業内容を修正すること等の条件を付す

ことがあります。 

 

11 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ７月１４日（金）募集開始 

令和５年１２月２２日（金）募集締切 

※順次、審査結果を通知します。 

なお、新規申請事業者で補助金交付候補者として決定を受けた団体は、別途指示によ

り補助金申請をしていただくこととなります。その際には、継続申請事業者と同様の添

付書類が必要となりますので、ご留意ください。 

 

12 事業実施団体の責務 

事業を実施する団体は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、以下の

条件を守っていただきます。 

（１） 事業の推進 

事業実施団体は、本募集要項等を遵守し、事業全体の進行管理、事業成果の公表等、 

事業の推進全般についての責任を負っていただきます。特に、食中毒及び食品アレル

ギーによる事故等が発生しないように、食品衛生法等の関係法令を遵守してください。 

（２） 補助金の経理 

ア 事業実施団体は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、適切に執行してくだ

さい。 

イ 事業実施団体は、本事業とそれ以外の活動に係る経理を明確に区分しておく必要

があり、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、この収

入及び支出についての証拠書類及び関係資料を報告書とともに提出してください。 

ウ 事業実施団体は、補助金の経理状況を常に把握するとともに、補助金の使用に当

たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果が挙げられるように経費の効率的使用

に努めてください。 

（３） 参加者の安全確保 

ア 事業実施における感染対策等について 

 感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となるが、

着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、

有効とされる基本的な感染対策には、次の事項も参考に状況に応じて取り組

むこと。 

・ マスクの着用 

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。(高 

齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、着用が効果的な場面では、

マスクの着用を推奨)  

・ 手洗い等の手指衛生、換気 

新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続  

   き有効 



 
 

・ 「三つの密」の回避、人と人との距離の確保 

流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、

不特定多数の人がいるように混雑した場所、近接した会話を避けることが感

染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) 

イ 団体職員又は参加者等が陽性となった場合の対応について 

外出やマスクの着用等については、個人の判断が基本となるが、次の事項

も参考に、適切に対応すること。 

・  発症後５日を経過し、かつ、症状軽快から２４時間経過するまでの間は外

出を控えていただく（推奨）  

・  その後も１０日間が経過するまでは、マスクの着用や、ハイリスク者との

接触は控えていただく（配慮）  

ウ その他留意事項 

ア、 イを基本としつつ、必要に応じて、厚生労働省「新しい生活様式」 

の実践例を参照の上、以下の通り、熱中症予防等も含めて子どもの安全の確

保に努めること。 

・ 換気の悪い密閉空間、多くの人の密集、近距離（密接）での会話の３つの

密を徹底して避けること。また、参加者同士の間は対面ではなく横並びで座

ることとし、できるだけ２メートル空ける、定員のあるところでは収容定員

の半分以下の参加人数とするなど十分な空間の確保に努めること。 

・ 食事を提供する際は、同時に多人数での食事を避けることとし、班制によ 

り食事の時間や会場を分けるなどの工夫に努めること。また大皿は避けるこ

ととし、料理に集中しておしゃべりは控えめにするよう呼びかけること。 

・ 頻回に流水と石けん、アルコール消毒液による手洗いを実施すること。特

に、出勤時、外出先からの帰所時及び食事前には、30秒程度かけて水と石け

んで丁寧に手や顔を洗うよう徹底すること。 

・ 咳エチケットや、症状がなくてもマスクの着用等に努めること。 

・ 部屋の換気を頻回に行うとともに、感染者が触れる可能性が高い箇所につ 

いては、アルコール消毒液等を用いた拭き取り清掃に努めること。また、喚

起確保のため室内温度が高くなるので、エアコンの温度設定をこまめに調整

すること。 
・ 真正面をできるだけ避けて会話するとともに、できるだけ屋外での実施も 

検討すること。 
・ 十分な感染症予防を行いながら、のどが渇いていなくてもこまめに水分補 

給を心がける、屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクをはずす

など、熱中症予防にも心がけること。 
・  職員は出勤前に各自で体温を測定し、発熱が認められる（37.5℃以上の発 
熱をいう。以下同じ。）場合には、出勤しないことを徹底すること。過去に  

発熱が認められた場合は、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾

向となるまでは同様の取扱いとする。 
・ 利用者について、利用前に本人・家族又は職員が本人の体温を測定し、発 
熱が認められる場合には利用を断る取扱いとすること。過去に発熱が認めら

れた場合は、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとすること。 
※これらの新型コロナウイルス感染症対策として関連する経費（マスク、アルコール消毒



 
 

液など）も補助対象とすることが可能です。 

 なお、今後、新型コロナウイルス感染症対策に変更が生じた場合は、別途京都府よりご

連絡いたします。 

 

13 事業成果等の報告 

 実績報告書は 

①まず、令和５年１２月末までの実績について、令和６年１月３１日（水）までに一旦

ご提出いただき、内容を確認させていただきます。 

＜提出いただくもの＞ 

○実績報告書 

・運営費支援： ・第７号様式①、②－１、②－２、③ 

        ・算定チェックシート 

・開設費支援： ・第８号様式①、②、③ 

        ・算定チェックシート 

○領収書 

 

②その後、原則、令和６年３月１９日（火）までに、年度最終の実績報告書をご提出い

ただきます。（令和６年３月２０日～３月３１日にも子ども食堂を実施される場合は、

３月３１日までに提出してください。（期限厳守）） 

＜提出いただくもの＞ 

○実績報告書 

・運営費支援：・第７号様式①、②－１、②－２、③ 

       ・算定チェックシート 

・開設費支援：・第８号様式①、②、③ 

       ・算定チェックシート 

○領収書：令和６年１月～３月分  

（①で提出済の領収書は提出不要） 

 

  実績報告の様式及び領収証の管理方法を予め確認いただき、適切な経費管理に努めて

ください。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 

 

京都府健康福祉部家庭支援課 

  電 話 075-414-4585 

メール kateishien@pref.kyoto.lg.jp 

 

○ 食品衛生関係法令に関する個別の相談に係る窓口は、別表のとおりです。 

いずれも令和５年１２月末

までの実績分 

令和５年度分全ての実績分 



 
 

別表 食品衛生関係法令に関する個別相談に係る窓口 

地   域 相 談 窓 口 

京都市 京都市医療衛生センター 

京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 

千代田生命京都御池ビル6階（右京区，西京区担当は2

階） 

075-746-7211（北区，上京区，左京区，東山区担当） 

075-746-7212（中京区，下京区担当） 

075-746-7213（山科区，南区，伏見区担当） 

075-746-7214（右京区，西京区担当） 

向日市、長岡京市、大山崎町 山城広域振興局健康福祉部 乙訓保健所 環境衛生課 

向日市上植野町馬立8 

075-933-1241 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、

久御山町、井手町、宇治田原町 

 

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所 衛生課 

宇治市宇治若森7-6 

0774-21-2912 

木津川市、笠置町、和束町、精華町、

南山城村 

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所環境衛生課 

木津川市木津上戸18-1 

0774-72-4302 

亀岡市、南丹市、京丹波町 

 

 

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所 環境衛生課 

南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

0771-62-4754 

福知山市 

 

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所環境衛生課 

福知山市篠尾新町一丁目91 

0773-22-6382 

舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局健康福祉部 中丹東保健所環境衛生課 

舞鶴市字倉谷1350-23 

0773-75-1156 

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野

町 

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所 環境衛生課 

京丹後市峰山町丹波855 

0772-62-1361 

 ※組織改正により、担当名称は変更となる可能性があります。 


